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長浜市連合自治会長浜地区ブロック会議の開催通知について

【起案の要旨 】（結論を先に簡潔にまとめること。）

このことについて、長浜地区ブロック会議について、別添のとおり通知します。

なお、参考として連合自治会正副会長にも送付します。

記

１。会議名

２．日　時

３．場　所

４．内　容

連合自治会長浜地区ブロック会議

平成２７年７月２２日（水）　午後７時００分から

長浜市役所西館３Ｆ　３－Ｂコミュニティルーム

（１）地域課題等について

（２）その他

長 浜 市



長浜市連合自治会

役 員 各 位

長浜市連合自治会

平成２７年フ月３日

会　 長　 籾山

副会長　 橋本

〔公　 印　 省

‐ 芳

良弘

略〕

長浜地区ブロック会議の開催について（ご案内）

向暑の候、貴職におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。

さて、先の第２回役員会にてご承認いただきました「ブロック会議」について、下

記のとおり開催しますので、ご出席いただきますようご案内申しあげます。。

ブロック会議ついては、『防災』、『鳥獣害』、『自治会統廃合』を３つの課題と

し、課題検討を行ってまいりたいと考えています。

何かとご多用のところ誠に恐れ入りますが、実りある会議にしたいと思いますので、

趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますよう重ねてお願い申しあげます。

記

１　日　時　　 平成２７年７月２２日（水）午後７時００分～

２　場　所　　 長浜市役所西館３Ｆ　３－Ｂコミュニティルーム（裏面参照）

３　内　容　　○地域課題等について

○その他

・連合自治会視察研修について

・まちづくり講演会における講師の選定結果について

４　報告先　　 電話：65-8722　 、ファックス：6  5-6  5 7 1

メール:kyoudou@citv.nagahama 」£.jp

※

長浜市連合自治会事務局

長浜市市民協働部市民協働推 進課内

〔担当；武田、沢本〕

TEL　6  5-872  2  ( 直通）

FAX　6  5-65  7  1



長浜市連合自治会　長浜地区ブロック会議

１　テーマ　『防災』、『鳥獣害』、『自治会統廃合』の３つで検討します。

２　日　的　長浜市連合自治会長浜地区ブロックにおける役員の情報交換により、そ

れぞれの課題・問題点を共有し、知恵を出し合うことにより、今後の各

連合自治会や各単位自治会活動の活性化につなげること。

３　手　法　ワークショップ

長浜地区ブロック会議で、2班に分かれて協議します

第１班　：　１、２、３、４、．５、６、７、８、９連合自治会

第２班　：　六荘、南郷里、神照、北郷里、西黒田、神田連合自治会

①各連合、各自治会での課題・問題点の出し合い

・役員のみなさんそれぞれに、ヽ ポストイット（糊付き付箋紙）に、

あらかじめお考えいただいてきた課題・問題点を、１枚１件で書

き入れていただきます。

②共通課題等の整理

・記入済みのポストイットを、領域別、内容別に仕分けします。

③共有課題の話し合い

・書き揚げた課題を話し合いのもと共有します。

※第2回ブロック会議までに、共有した課題の解決手法を各自お考え

いただき、次回会議にご参加ください。

2回ブロック会議での作業　（１０月中旬頃）

④第１回ブロック会議で共有した課題についての解決手法を検討

一役員同士で知恵を出し合い、解決手法を検討・協議します。

⑤アクションプラン（案）を作成　　　　　　　　レ

共有課題の解決の担い手を自助・共助・公勍に分け

・自助 一一・単位自治会で解決できる課題

・共助・・・連合単位で広域的に解決できる課題

・公助・・・市・県 一国など公が解決できる課題

共有課題について、役員それぞれが各連合や各自治会に持ち帰って

実践できるアクションプラン（行動計画）を作成します。

アクションプランを基に、報告書を作成します。

全体報告会（時期未定）

連合自治会役員会（40 人）で、各ブロックでのブロック会議の結果報

告を行い、情報共有を図ります。

市や関係機関へ提言・要望します。　　　　　　し
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